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連結計算書類に係る監査報告書

株主総会参考書類

電磁的方法（インターネット等）による
議決権行使のご案内

株主総会会場ご案内図

証券コード：8360
THE YAMANASHI CHUO BANK

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役12名選任の件
第3号議案 監査役５名選任の件
第4号議案 取締役（社外取締役を除く）

に対する譲渡制限付株式の割当
てのための報酬決定の件

第117期 定時株主総会における新型コロナ
ウイルス感染防止への対応は、５頁に記載
のとおりですので、ご確認願います。
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証券コード 8360
2020年６月９日

　

株 主 各 位
　

山梨県甲府市丸の内一丁目20番８号

株式会社

代表取締役頭取 関 光 良
　

第117期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当行第117期定時株主総会を下記により開催いたしますのでご通知申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を

行使することができますので、その場合は、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討
くださいまして、2020年６月23日（火曜日）午後５時までに議決権を行使していただきたく
お願い申しあげます。

敬 具
記

　

１. 日 時 2020年６月24日（水曜日）午前10時
２. 場 所 山梨県甲府市丸の内一丁目20番８号 当行本店７階講堂
３. 目的事項
報告事項 1. 第117期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
2. 第117期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役12名選任の件
第３号議案 監査役５名選任の件
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬

決定の件
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株主総会開催日時
2020年６月24日（水）

午前10時

株主総会ご出席による
議決権行使の場合

郵送による議決権行使
の場合

電磁的方法（インターネット等）
による議決権行使の場合

行使期限
2020年６月23日（火）
午後5時到着分まで

行使期限
2020年６月23日（火）

午後5時まで

詳細は3頁から4頁をご覧ください。

当日ご出席の際は、お手数なが
ら本「招集ご通知」をご持参い
ただき、同封の「議決権行使書
用紙」を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげま
す。

同封の「議決権行使書用紙」に
議案に対する賛否をご表示いた
だき、行使期限までに到着する
ようご返送ください。

議決権行使サイト（https://evo
te.tr.mufg.jp/)にアクセスして
いただき、画面の案内にしたが
って、行使期限までに議案に対
する賛否をご入力ください。

４．議決権行使について

重複行使の取扱い
議決権行使書面と電磁的方法（インターネット等）双方で議決権を行使された場合は、電磁的方法（インター

ネット等）による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
また、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を複数回なされた場合は、最後の議決権行使を有効

なものとしてお取扱いいたします。
以上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ インターネット開示事項について

次の事項につきましては、法令および定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当行ホームページ
(https://www. yamanashibank.co.jp/)に掲載しておりますので、本「招集ご通知」には記載しておりません。
① 事業報告の「当行の新株予約権等に関する事項」、「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針」、「業務の適正を確保する体制」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等との間の取引
に関する事項」、「会計参与に関する事項」、「その他」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
③ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
なお、本「招集ご通知」記載のもののほか、監査役が監査報告書を作成するに際して監査した書類には上

記①～③、会計監査人が会計監査報告書を作成するに際して監査した書類には上記②③が含まれております。
インターネット開示事項の郵送をご希望の株主さまは、総務部総務課にて承りますので、当行本店代表

電話(055-233-2111)までお問い合わせください。また、当日受付に備え置きもいたしますので、ご希望
の株主さまはお申し出ください。

◎ 株主総会参考書類および添付書類の修正について
株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当行ホーム

ページ(https://www. yamanashibank.co.jp/)に掲載させていただきます。



ご注意事項

議決権行使書面とインターネット等の双方で議決権を行使された場合は、内容および到着日時を問わずイン
ターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたしますのでご了承ください。
インターネット等による議決権行使を複数回なされた場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてお取扱い
いたします。また、パソコン、スマートフォン、携帯電話により重複して議決権行使をなされた場合も、最後
の議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
パソコン、スマートフォン、携帯電話による議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット
接続料・通話料等は、株主さまのご負担となります。
パソコン、スマートフォン、携帯電話によるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種
によっては、議決権行使サイトをご利用いただけない場合があります。
詳細につきましては、ヘルプデスクにお問合わせください。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当行の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）をご
利用いただくことによってのみ可能です。なお、QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンをご使用の
方は同封の議決権行使書用紙に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことにより、「ログイン
ID」および「仮パスワード」が入力不要でアクセスできます。
（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止いたします。）

議決権電子行使プラット
フォームについて

機関投資家の皆さまにおかれましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利
用を事前に申し込まれた場合には、インターネット等による議決権行使の方法として、当該議決権電子
行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）議決権行使サイトの操作方法等に
関するお問い合わせについて

2020年6月23日（火）午後5時まで電磁的方法（インターネット等）による
議決権行使期限

電話 0120-173-027（通話料無料）受付時間：9：00～21：00
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※株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）
や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主
さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更を
お願いすることになりますのでご了承ください。

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことにより、「ログ
インID」および「仮パスワード」が入力不要でアクセスできます。

スマートフォンを使用して
QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを
入力する方法

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙右側に記載のQRコードを
読み取ってください。1 議決権行使サイトにアクセスしてください。1

2

議決権行使書用紙右側に記載の「ログインID」
および「仮パスワード」をご入力ください。2

「新しいパスワード」と「新しいパスワード
（確認用）」の両方に入力3

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/

「スマートフォンを使用
してQRコードを読み取
る方法」での議決権行使
は１回に限り可能です。
「スマートフォンを使用
してQRコードを読み取
る方法」による議決権行
使後に行使内容を変更さ
れる場合には、右の「ロ
グインID・仮パスワード
を入力する方法」で修正
いただきますようお願い
申しあげます。

お手持ちのスマートフォンにて、「議決権行使書」右側に表示
されている「ログイン用QRコード」を読み取り、サイトにア
クセスする。

議案賛否方法の選択画面が
表示されるので、議決権行
使方法を選ぶ。

「ログイン用QRコード」
はこちら

「次の画面へ」
をクリック

入 力

「ログイン」
をクリック

入 力

「送信」
をクリック
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第117期定時株主総会における
新型コロナウイルス感染防止への対応について

株主の皆さまへ
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
当行第117期定時株主総会における新型コロナウイルスの感染予防および拡散防止に向けた当行の対応につい

て、下記のとおりご案内いたします。
株主の皆さまにおかれましては、可能な限り、書面またはインターネット等により、議決権を事前に行使して

いただき、当日のご来場を見合わせていただくことをご検討いただければ幸いです（議決権行使につきまして
は、本招集ご通知２頁から４頁をご参照願います）。
株主の皆さまのご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。

敬 具

記
当行の対応について
● 株主総会の議事は、例年より時間を短縮して行う予定です。
● 役員および株主総会の運営スタッフは、事前に検温を実施し体調を確認のうえ、マスク着用で対応させて
いただきます。

● 受付等にアルコール消毒液を設置いたします。

株主さまへのお願い
● 株主総会へのご出席を検討されている株主さまにおかれましては、当日までの健康状態にご留意いただ
き、くれぐれもご無理をなされませぬようお願いいたします。

● 感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある株主さま、妊娠中の株主さまにおかれまして
は、感染の回避をご優先いただきたく、特に慎重なご判断をお願い申しあげます。

ご来場される株主さまへのお願い
● ご来場される株主さまにおかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスクの着用およびアルコー
ル消毒液のご使用にて感染予防にご配慮いただけますようお願い申しあげます。

● 会場入口では、赤外線サーモグラフィ等にて体温を計測させていただきますので、ご入場までにお時間を
いただく場合がございます。また、発熱が確認された株主さま、あるいは体調不良と見受けられる株主さ
まには、運営スタッフがお声掛けさせていただき、入場をお控えいただくことがございますので、あらか
じめご了承願います。

● 株主さまの安全を第一に考え、座席間隔を広く取らせていただくため、充分なお席が確保できない可能性
がございます。万が一お席がご用意できない場合には、何卒ご容赦いただきますようお願い申しあげま
す。

※ 今後の状況により、株主総会の運営に変更等が生ずる場合には、当行ホームページ（https://www.yamana
shibank.co.jp/）にてお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を維持するため適正な内部留保の充実に努めるととも

に、安定的な配当を継続実施することを基本方針としております。
上記の方針に基づき、以下のとおり期末配当および剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、１株につき17円50銭とさせていただきたいと存じます。なお、中間

配当金と合わせた年間配当金は１株につき35円となります。
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式１株につき金17円50銭
　 総額 ５５７，３４３，０４５円
（3）剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年６月25日
　

２．剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 １，５００，０００，０００円
（2）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 １，５００，０００，０００円
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第2号議案 取締役12名選任の件
　
取締役全員（12名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役12名の

選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

　

候補者番号 氏 名 現在の当行における地位 取締役会への出席状況

１ 再 任
しん どう なかば

進藤 中 取締役会長 14回/14回
（100％）

２ 再 任
せき みつ よし

関 光良 取締役頭取 14回/14回
（100％）

３ 再 任
きっ た かず ひこ

橘田 和彦 専務取締役 14回/14回
（100％）

４ 再 任
おさ だ ゆき お

長田 幸夫 常務取締役 13回/14回
（92％）

５ 再 任
た なか のり ひこ

田中 教彦 常務取締役 14回/14回
（100％）

６ 再 任
ふじ た ゆたか

藤田 豊 取締役 14回/14回
（100％）

７ 再 任
ふる や よし あき

古屋 賀章 取締役 11回/11回
（100％）

８ 再 任
ふる や ふみ ひこ

古屋 文彦 取締役 11回/11回
（100％）

９ 再 任
やま でら まさ ひこ

山寺 雅彦 取締役 11回/11回
（100％）

10 再 任
ます かわ みち お

増川 道夫 社外取締役 独立役員 取締役 14回/14回
（100％）

11 再 任
か の り よ

加野 理代 社外取締役 独立役員 取締役 14回/14回
（100％）

12 新 任
いち かわ み き

市川 美季 社外取締役 独立役員 ―

(注) 取締役候補者 古屋賀章氏、古屋文彦氏および山寺雅彦氏は、昨年の定時株主総会（2019年６月25日開催）において新たに取
締役に選任されました。よって、３氏の取締役会への出席状況は、同日以降に開催された取締役会を対象としております。
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候補者

番 号 1
しん どう なかば

進藤 中 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1972年 4 月 当行入行
1994年 4 月 当行営業本部法人部審査グループ

主任審査役
1994年 9 月 当行後屋支店長
1996年 7 月 当行八王子支店長
1998年 1 月 当行本店営業部副部長兼融資課長

兼外国為替課長
1999年11月 当行営業本部情報調査部長
2001年 6 月 当行日下部支店長
2003年 6 月 当行取締役人事部長
2005年 6 月 当行常務取締役経営企画部長
2009年 6 月 当行専務取締役

2011年 6 月 当行取締役頭取
2017年 6 月 当行取締役会長

現在に至る

■ 生年月日
1947年８月21日生

■ 所有する当行の株式の数
16,900株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の融資審査部門、情報調査部門、人事部門、経営企画部門、支店経営に携わる等幅広

い知見、専門知識を有するほか、2003年６月から取締役、2011年６月から取締役頭取、2017年６
月から取締役会長を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を行い、その
役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が果たされることを期待し、取締役候補
者とするものであります。

　
　
候補者

番 号 2
せき みつ よし

関 光良 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年 4 月 当行入行
1998年 6 月 当行営業本部営業統括部営業開発

グループ主任調査役
1999年 6 月 当行めじろ台支店長
2001年11月 当行経営企画部部長代理兼企画課長
2002年10月 当行経営企画部副部長兼企画課長
2004年 8 月 当行経営企画部副部長
2005年 6 月 当行営業本部営業統括部長
2005年 7 月 当行執行役員営業本部営業統括部長

2007年 6 月 当行取締役リスク統括部長
2008年 3 月 当行取締役人事部長
2009年 6 月 当行常務取締役経営企画部長
2011年 6 月 当行専務取締役
2017年 6 月 当行取締役頭取 監査担当

現在に至る

■ 生年月日
1953年９月19日生

■ 所有する当行の株式の数
12,400株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の営業統括部門、経営企画部門、経営管理部門、人事部門、支店経営に携わる等幅広

い知見、専門知識を有するほか、2007年６月から取締役、2017年６月から取締役頭取を務め、当
行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を行い、その役割を十分に果たしておりま
す。よって、引き続きその役割が果たされることを期待し、取締役候補者とするものであります。
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候補者

番 号 3
きっ た かず ひこ

橘田 和彦 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年 4 月 当行入行
2003年11月 当行融資審査部審査グループ主任

審査役
2005年 4 月 当行昭和支店長
2007年 6 月 当行国母支店長兼中央市場支店長
2009年 6 月 当行本店営業部副部長兼融資課長
2011年 6 月 当行貢川支店長
2011年 9 月 当行貢川支店長兼西支店長
2012年 9 月 当行貢川支店長
2013年 6 月 当行人事部長

2013年 7 月 当行執行役員人事部長
2015年 6 月 当行執行役員融資審査部長
2015年 6 月 当行取締役融資審査部長
2017年 6 月 当行常務取締役 融資審査・事務

統括・システム統括・業務集中担
当

2018年 6 月 当行常務取締役 経営企画・総
務・金融市場担当

2019年 6 月 当行専務取締役 人事・経営管理
担当
現在に至る

■ 生年月日
1960年３月１日生

■ 所有する当行の株式の数
7,737株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の融資審査部門、人事部門、支店経営に携わる等幅広い知見、専門知識を有するほ

か、2015年６月から取締役、2019年６月から専務取締役を務め、当行の経営に係る重要事項の決
定と業務執行に対する監督等を行い、その役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役
割が果たされることを期待し、取締役候補者とするものであります。

　
　
候補者

番 号 4
おさ だ ゆき お

長田 幸夫 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年 4 月 当行入行
2003年11月 当行西東京推進部部長代理

兼西東京地区推進グループ主任
推進役

2004年 4 月 当行西東京推進部西東京地区推進
グループ主任推進役

2005年 1 月 当行営業統括部主任調査役
2006年 2 月 当行町田支店開設準備室開設準備

委員長
2006年 3 月 当行町田支店長
2008年 9 月 当行長坂支店長兼高根支店長
2010年 4 月 当行長坂支店長

2010年 5 月 当行塩山支店長
2011年 5 月 当行大月支店長
2014年 6 月 当行韮崎支店長
2014年 7 月 当行執行役員韮崎支店長
2016年 6 月 当行取締役韮崎支店長
2017年 6 月 当行取締役吉田支店長
2018年 6 月 当行常務取締役 営業統括・法人

推進・個人推進担当
2019年 6 月 当行常務取締役 営業統括・営業

推進企画・コンサルティング営
業・西東京コンサルティング営業
担当
現在に至る

■ 生年月日
1961年３月24日生

■ 所有する当行の株式の数
4,096株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の営業統括部門、支店経営に携わる等幅広い知見、専門知識を有するほか、2016年

６月から取締役、2018年６月から常務取締役を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行
に対する監督等を行い、その役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が果たされ
ることを期待し、取締役候補者とするものであります。
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候補者

番 号 5
た なか のり ひこ

田中 教彦 再 任

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1985年 4 月 当行入行
2004年12月 当行融資審査部審査企画グループ

主任調査役
2007年 6 月 当行融資審査部審査企画課長
2008年 8 月 当行融資審査部部長代理
2010年 4 月 当行融資審査部副部長
2012年11月 当行融資審査部副部長兼融資審査

企画課長
2014年 6 月 当行融資審査部副部長
2015年 6 月 当行システム統括部長
2015年 7 月 当行執行役員システム統括部長

2017年 6 月 当行取締役システム統括部長
2019年 6 月 当行常務取締役 融資審査・

事務統括・システム統括・業務集
中担当
現在に至る

■ 生年月日
1962年10月30日生

■ 所有する当行の株式の数
2,525株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の融資審査部門、システム統括部門に携わる等幅広い知見、専門知識を有するほか、

2017年６月から取締役、2019年６月から常務取締役を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と
業務執行に対する監督等を行い、その役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が
果たされることを期待し、取締役候補者とするものであります。

　
　
候補者

番 号 6
ふじ た ゆたか

藤田 豊 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 4 月 当行入行
2004年 8 月 当行経営企画部収益管理グループ

主任調査役
2007年 6 月 当行湯村支店長兼千塚支店長
2009年 1 月 当行事務統括部副部長
2011年 6 月 当行小笠原支店長
2014年 6 月 当行業務集中部長
2014年 7 月 当行執行役員業務集中部長
2015年 6 月 当行執行役員事務統括部長
2017年 6 月 当行取締役事務統括部長

2018年 6月 当行取締役吉田支店長
現在に至る

■ 生年月日
1961年７月25日生

■ 所有する当行の株式の数
3,600株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の経営企画部門、事務統括部門、業務集中部門、支店経営に携わる等幅広い知見、専

門知識を有するほか、2017年６月から取締役を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行
に対する監督等を行い、その役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が果たされ
ることを期待し、取締役候補者とするものであります。
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候補者

番 号 7
ふる や よし あき

古屋 賀章 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年 4 月 当行入行
2006年12月 当行経営企画部企画課主任調査役
2007年 6 月 当行営業統括部営業推進企画課長
2010年10月 当行営業統括部副部長兼営業推進

企画課長
2011年 6 月 当行営業統括部副部長兼営業戦略

課長
2014年 6 月 当行営業統括部副部長
2015年 6 月 当行営業統括部長

2015年 7 月 当行執行役員営業統括部長
2017年 6 月 当行執行役員貢川支店長
2019年 6 月 当行取締役東京支店長

現在に至る

■ 生年月日
1963年12月19日生

■ 所有する当行の株式の数
3,469株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の経営企画部門、営業統括部門、支店経営に携わる等幅広い知見、専門知識を有する

ほか、2019年６月から取締役を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等
を行い、その役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が果たされることを期待
し、取締役候補者とするものであります。

　
　
候補者

番 号 8
ふる や ふみ ひこ

古屋 文彦 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年 4 月 当行入行
2009年 6 月 当行後屋支店長
2011年 6 月 当行本店営業部副部長兼融資課長
2015年 6 月 当行法人推進部長
2015年 7 月 当行執行役員法人推進部長
2017年 6 月 当行執行役員韮崎支店長
2019年 6 月 当行取締役本店営業部長

現在に至る

■ 生年月日
1962年12月15日生

■ 所有する当行の株式の数
2,301株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の法人推進部門、支店経営に携わる等幅広い知見、専門知識を有するほか、2019年

６月から取締役を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を行い、その役
割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が果たされることを期待し、取締役候補者
とするものであります。
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候補者

番 号 9
やま でら まさ ひこ

山寺 雅彦 再 任

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年 4 月 当行入行
2009年 4 月 当行人事部人事厚生課主任調査役
2011年 6 月 当行人事部人事厚生課長
2013年 6 月 当行人事部副部長兼人事厚生課長
2015年 6 月 当行城南支店長
2017年 6 月 当行営業統括部長
2017年 7 月 当行執行役員営業統括部長
2019年 6 月 当行取締役八王子支店長兼西東京

コンサルティング営業部長
現在に至る

■ 生年月日
1963年12月26日生

■ 所有する当行の株式の数
7,300株

■ 取締役候補者とした理由等
同氏は、当行の営業統括部門、人事部門、支店経営に携わる等幅広い知見、専門知識を有するほ

か、2019年６月から取締役を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を
行い、その役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が果たされることを期待し、
取締役候補者とするものであります。

　
　



― 13 ―

候補者

番 号10
ます かわ みち お

増川 道夫 再 任 社外取締役 独立役員

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年 4 月 日本銀行入行
1999年11月 同行甲府支店長
2006年 8 月 同行金融機構局審議役
2008年 5 月 同行文書局長
2009年 4 月 同行監事
2013年 6 月 一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
2014年 5 月 ＤＣＭホールディングス株式会社

取締役（社外取締役）
現在に至る

2014年 6 月 一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
会長
現在に至る

2015年 2 月 金谷ホテル株式会社取締役（社外
取締役）
現在に至る

2015年 6 月 当行取締役（社外取締役）
現在に至る

〔重要な兼職の状況〕
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事会長

■ 生年月日
1952年９月16日生

■ 所有する当行の株式の数
0株

■ 社外取締役候補者とした理由等
同氏は、日本銀行の支店長、文書局長、監事等の経験を通じて培った金融面における高度な専門性

ならびに豊富な知識と実務経験を有するほか、2015年６月から社外取締役を務め、当行の経営に係
る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を行い、その役割を十分に果たしております。よって、
引き続きその役割が果たされることを期待し、社外取締役候補者とするものであります。
なお、当行社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって５年となります。
■ 候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という）が定める独立役員の独立性の基準および当行

が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断さ
れることから、独立役員として取引所に届け出ております。
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候補者

番 号11
か の り よ

加野 理代 再 任 社外取締役 独立役員

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1993年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会会員）

田辺総合法律事務所入所
現在に至る

2014年 4 月 日本中央競馬会入札監視委員会委員
現在に至る

2014年 8 月 内閣府障害者政策委員会委員
現在に至る

2015年 6 月 当行取締役（社外取締役）
現在に至る

2017年 2 月 厚生労働省援護審査会委員
現在に至る

2019年 6 月 ＫＤＤＩ株式会社取締役（社外取
締役）
現在に至る

〔重要な兼職の状況〕
　 ―

■ 生年月日
1966年５月11日生

■ 所有する当行の株式の数
600株

■ 社外取締役候補者とした理由等
同氏は、法律の専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有するほか、2015年６月から社外取締

役を務め、当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を行い、その役割を十分に果
たしております。よって、会社の経営に直接関与したことはありませんが、引き続きその役割が果た
されることを期待し、社外取締役候補者とするものであります。
なお、当行社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって５年となります。
■ 候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という）が定める独立役員の独立性の基準および当行

が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断さ
れることから、独立役員として取引所に届け出ております。
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候補者

番 号12
いち かわ み き

市川 美季 新 任 社外取締役 独立役員

　
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 4 月 山梨県庁入庁
2014年 4 月 同庁企画県民部県民生活男女参画課長
2016年 4 月 同庁森林環境部森林環境総務課長
2017年 4 月 同庁観光部次長
2018年 4 月 同庁エネルギー局長（企業局長併任）
2020年 3 月 同庁退職

現在に至る
〔重要な兼職の状況〕
　 ―

■ 生年月日
1959年９月29日生

■ 所有する当行の株式の数
0株

■ 社外取締役候補者とした理由等
同氏は、地方行政に関する豊富な経験と、山梨県の幹部職員として培われた幅広い知見を有してお

ります。よって、会社の経営に直接関与したことはありませんが、当行の経営に係る重要事項の決定
と業務執行に対する監督等の役割が果たされることを期待し、新任の社外取締役候補者とするもので
あります。
■ 候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という）が定める独立役員の独立性の基準および当行

が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断さ
れることから、独立役員として取引所に届け出る予定であります。

（注）１．各取締役候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。
　 ２．社外取締役としての独立性について

(1) 取締役候補者 増川道夫氏とは通常の預金取引があります。また、当行は、同氏が代表理事会長を務める一般社
団法人ＣＲＤ協会に対し、年会費等を年間３百万円程度支払っておりますが、当行が定める社外役員の独立性に
関する判断基準に定める多額の取引には該当いたしません。
加野理代氏および市川美季氏とは通常の預金取引があります。

(2) 上記(1)以外の事項は、本招集ご通知35頁～36頁、事業報告「３．社外役員に関する事項」に記載しております。
　 ３．当行は、増川道夫氏および加野理代氏との間で、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として賠償

責任を負う契約を締結しておりますが、両氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
また、市川美季氏が社外取締役に選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
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第3号議案 監査役５名選任の件

監査役全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役５名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当行に

おける地位
取締役会への
出 席 状 況

監査役会への
出 席 状 況

１ 再 任
お また あきら

小俣 晃 常勤監査役 14回/14回
（100％）

11回/11回
（100％）

２ 新 任
あさ い きみ ひろ

浅井 仁広 常務取締役 ― ―

３ 再 任
ほり うち こう いち ろう

堀内 光一郎 社外監査役 社外監査役 13回/14回
（92％）

10回/11回
（90％）

４ 新 任
なが はら よし ゆき

永原 義之 社外監査役 独立役員 ― ―

５ 新 任
みず たに み な こ

水谷 美奈子 社外監査役 独立役員 ― ―
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候補者

番 号 1
お また あきら

小俣 晃 再 任

　
■ 略歴、地位および重要な兼職の状況
1981年 4 月 当行入行
2002年10月 当行人事部部長代理兼人事課長
2004年 4 月 当行人事部人事課長
2005年10月 当行城南支店長
2007年 5 月 当行城南支店長兼中道支店長
2007年 6 月 当行営業統括部副部長兼公務・法

人推進室長
2008年 7 月 当行営業統括部副部長
2008年10月 当行営業統括部副部長兼公務・法

人推進室長

2008年11月 当行営業統括部副部長
2009年 6 月 当行石和支店長兼富士見支店長兼

春日居支店長
2010年 4 月 当行石和支店長
2011年 6 月 当行システム統括部長
2013年 6 月 当行監査部長
2013年 7 月 当行執行役員監査部長
2016年 6 月 当行常勤監査役

現在に至る

■ 生年月日
1958年８月６日生

■ 所有する当行の株式の数
5,000株

■ 監査役候補者とした理由等
同氏は、当行の人事部門、支店経営、営業推進部門、システム統括部門、監査部門に携わる等幅広

い知見、専門知識を有するほか、執行役員として当行の重要な業務執行に関する豊富な経験を生か
し、監査役として当行の経営全般の監視と有効な助言等を行い、その役割を十分に果たしておりま
す。よって、引き続きその役割が果たされることを期待し、監査役候補者とするものであります。
なお、当行監査役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となります。

候補者

番 号 2
あさ い きみ ひろ

浅井 仁広 新 任

■ 略歴、地位および重要な兼職の状況
1984年 4 月 当行入行
2004年 8 月 当行経営企画部主計グループ主任

調査役
2007年 6 月 当行経営企画部主計課長兼収益

管理課長
2008年 1 月 当行経営企画部主任調査役兼主計

課長兼収益管理課長
2008年 2 月 当行経営企画部副部長兼主計課長

兼収益管理課長
2008年 9 月 当行経営企画部副部長兼主計課長
2011年 6 月 当行経営企画部副部長

2013年 6 月 当行経営企画部広報ＣＳＲ室長
2013年 7 月 当行執行役員経営企画部広報

ＣＳＲ室長
2016年 6 月 当行執行役員総務部長
2016年 6 月 当行取締役総務部長
2017年 6 月 当行取締役経営企画部長
2019年 6 月 当行常務取締役 経営企画・総

務・市場国際担当
現在に至る

■ 生年月日
1961年８月１日生

■ 所有する当行の株式の数
4,192株

■ 監査役候補者とした理由等
同氏は、当行の経営企画部門、総務部門に携わる等幅広い知見と財務および会計に関する相当程度

の専門知識を有するほか、常務取締役として当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監
督等を担ってきた経験を有しております。よって、当行の経営全般の監視と有効な助言等の役割が果
たされることを期待し、新任の監査役候補者とするものであります。
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候補者

番 号 3
ほり うち こう いち ろう

堀内 光一郎 再 任 社外監査役

　
■ 略歴、地位および重要な兼職の状況
1983年 4 月 株式会社日本長期信用銀行（現株

式会社新生銀行）入行
1988年 3 月 富士急行株式会社入社、経営企画

部長
1988年 6 月 同社取締役
1989年 2 月 同社専務取締役
1989年 6 月 同社代表取締役専務取締役
1989年 9 月 同社代表取締役社長

現在に至る
1999年 6 月 富士急商事株式会社（現株式会社

エフ・ジェイ）代表取締役
現在に至る

1999年 6 月 ハイランドリゾート株式会社代表
取締役

2004年 2 月 身延登山鉄道株式会社代表取締役
社長
現在に至る

2012年 6 月 当行社外監査役
現在に至る

2016年 6 月 ハイランドリゾート株式会社代表
取締役会長
現在に至る

〔重要な兼職の状況〕
富士急行株式会社代表取締役社長

■ 生年月日
1960年９月17日生

■ 所有する当行の株式の数
4,000株

■ 社外監査役候補者とした理由等
同氏は、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有するほか、社外監査役として当行の経営全

般の監視と有効な助言等を行い、その役割を十分に果たしております。よって、引き続きその役割が
果たされることを期待し、社外監査役候補者とするものであります。
なお、当行社外監査役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって８年となります。
■ 候補者の独立性について
同氏が代表取締役を務める富士急行株式会社等とは通常の預金取引や貸出取引がありますが、当行

の預金および貸出金に占める取引の規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすお
それはないと考えられます。
また、当行の相談役（前代表取締役会長）が富士急行株式会社の社外監査役に就任しております。
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候補者

番 号 4
なが はら よし ゆき

永原 義之 新 任 社外監査役 独立役員

　
■ 略歴、地位および重要な兼職の状況
1974年 4 月 株式会社三井銀行（現株式会社三

井住友銀行）入行
1997年 6 月 株式会社さくら銀行（現株式会社

三井住友銀行）蒲田支店長
1998年11月 同行新橋東支店長
2000年 4 月 同行商業銀行ディビジョン業務推

進部長兼業務推進第一部長
2001年 4 月 株式会社三井住友銀行コンシュー

マー営業部長
2001年10月 同行日本橋東法人営業第一部長
2002年 7 月 同行日本橋東法人営業部長
2003年 6 月 同行執行役員個人部門副責任役員
2005年 6 月 同行常任監査役

2006年 6 月 三井住友アセットマネジメント株
式会社（現三井住友ＤＳアセット
マネジメント株式会社）取締役会長

2012年12月 同社辞任
2013年 1 月 室町建物株式会社特別顧問
2013年 4 月 同社辞任
2013年 4 月 国民年金基金連合会理事長
2019年 4 月 同連合会任期満了退任

現在に至る
〔重要な兼職の状況〕
　 ―

■ 生年月日
1952年３月27日生

■ 所有する当行の株式の数
0株

■ 社外監査役候補者とした理由等
同氏は、長年にわたり金融業界に携わられた豊富な経験や企業経営に関する幅広い知見を有してお

ります。よって社外監査役として当行の経営全般の監視と有効な助言等の役割が果たされることを期
待し、新任の社外監査役候補者とするものであります。
■ 候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という）が定める独立役員の独立性の基準および当行

が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断さ
れることから、独立役員として取引所に届け出る予定であります。
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候補者

番 号 5
みず たに み な こ

水谷 美奈子 新 任 社外監査役 独立役員

　
■ 略歴、地位および重要な兼職の状況
1995年４月 大坪正典税理士事務所入所
1998年５月 同所退所
1998年６月 石渡・西村・中根共同事務所（現

Ｍｏｏｒｅ至誠税理士法人）入社
1998年10月 税理士登録
2011年８月 清新税理士法人（現Ｍｏｏｒｅ至

誠税理士法人）退社
2011年９月 東京共同会計事務所入社
2013年３月 同所退所
2013年４月 清新税理士法人（現Ｍｏｏｒｅ至

誠税理士法人）入社

2016年９月 Ｍｏｏｒｅ至誠税理士法人社員
現在に至る

〔重要な兼職の状況〕
　 ―

■ 生年月日
1969年９月24日生

■ 所有する当行の株式の数
0株

■ 社外監査役候補者とした理由等
同氏は、税理士として培われた専門的な知見や豊富な経験等を有しております。よって、会社の経

営に直接関与したことはありませんが、社外監査役として当行の経営全般の監視と有効な助言等の役
割が果たされることを期待し、新任の社外監査役候補者とするものであります。
■ 候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という）が定める独立役員の独立性の基準および当行

が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断さ
れることから、独立役員として取引所に届け出る予定であります。

（注）１．各監査役候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。
　 ２．社外監査役としての独立性について

(1) 監査役候補者 堀内光一郎氏、永原義之氏および水谷美奈子氏とは通常の預金取引があります。
(2) 上記(1)以外の事項は、本招集ご通知35頁～36頁、事業報告「３．社外役員に関する事項」に記載しております。

　 ３．当行は、堀内光一郎氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負う契約
を締結しておりますが、同氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
また、永原義之氏および水谷美奈子氏が社外監査役に選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であ
ります。
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（ご参考）
＜社外役員の独立性に関する判断基準＞
当行の社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が次の各項目の要件全てに該当しない

場合、当該社外役員は当行に対する独立性を有すると判断いたします。
(1) 当行を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2) 当行の主要な取引先またはその業務執行者
(3) 当行から役員報酬以外に、多額(※1)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう)

(4) 当行の主要株主(※2)またはその業務執行者
(5) 最近(※3)において上記(1)から(4)に該当していた者
(6) 次のＡ．からＤ．に掲げる者(重要(※4)でない者を除く)の近親者(※5)
Ａ．上記(1)から(5)に該当する者
Ｂ．当行のグループ会社の業務執行者
Ｃ．当行のグループ会社の業務執行者でない取締役
Ｄ．最近においてＢ．、Ｃ．または当行の業務執行者もしくは業務執行者でない取締役に該当していた者
※1.「多額」：過去３年平均で、年間10百万円を超える金額をいう。
※2.「主要株主」：当行株式を議決権割合で10％以上保有している株主をいう。
※3.「最近」：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外役員として選任する株主総会の議案
の内容が決定された時点などをいう。

※4.「重要」：業務執行者については役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については
公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。

※5.「近親者」：二親等以内の親族をいう。
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第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当行の取締役の報酬額は、2011年６月29日開催の当行第108期定時株主総会において、年額300百万

円以内として、また、上記の取締役の報酬額とは別枠にて、当行の取締役（社外取締役を除く）に対する
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額を年額70百万円以内としてご承認をい
ただいております。
今般、当行は、当行の取締役（社外取締役を除く）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと

共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当行の取締役（社外取締役
を除く）に対し、一定の譲渡制限期間および当行による無償取得事由等の定めに服する当行普通株式（以
下、「譲渡制限付株式」という）を下記のとおり割り当てることといたしたいと存じます。
つきましては、上記の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額の定めを廃止

し、当行における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬額とは
別枠として、当行の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する
金銭報酬債権の総額を、年額70百万円以内として設定いたしたいと存じます。なお、譲渡制限付株式の割
当ては、当行における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、その内容は相当な
ものであると考えております。
なお、本議案が承認可決された場合には、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプショ

ン制度は廃止し、以後、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当ては行わない予定で
す。
また、現在の当行の取締役は12名（うち社外取締役２名）であり、第２号議案のご承認が得られた場

合、取締役は12名（うち社外取締役３名）となります。

記

当行の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の具体的な内容および数の上限

１．譲渡制限付株式の割当ておよび払込み
当行は、当行の取締役（社外取締役を除く）に対し、当行取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に

関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部
を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当行取締役会決議の日の前営業日に

おける東京証券取引所における当行普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立
つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額となら
ない範囲で当行取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、当行の取締役（社外取締役を除く）が、上記の現物出資に同意している

ことおよび下記３．に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給
する。
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２．譲渡制限付株式の総数
当行の取締役（社外取締役を除く）に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数150,000株を、各事業

年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む）

または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を
必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

３．譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当行取締役会決議に基づき、当行と譲渡制限付株式の割当てを受け

る取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
（1）譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当行の取締役、執行役
員および使用人のいずれの地位からも退任および退職する日までの期間（以下、「譲渡制限期間」
という）、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という）につき、第
三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をする
ことができない（以下、「譲渡制限」という）。

（2）譲渡制限付株式の無償取得
当行は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来す

る当行の定時株主総会の開催日の前日までに当行の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位
からも退任または退職した場合には、当行取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当
株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記（1）の譲渡制限期間が満了した時点において下記（3）の譲渡制

限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当行はこれを当然
に無償で取得する。

（3）譲渡制限の解除
当行は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来す

る当行の定時株主総会の開催日まで継続して、当行の取締役、執行役員または使用人のいずれかの
地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって
譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当行取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、

最初に到来する当行の定時株主総会の開催日の前日までに当行の取締役、執行役員および使用人の
いずれの地位からも退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡
制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
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（4）組織再編等における取扱い
当行は、譲渡制限期間中に、当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社となる株式交換

契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当行の株主総会（ただし、当該組織再
編等に関して当行の株主総会による承認を要さない場合においては、当行取締役会）で承認された
場合には、当行取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの
期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲
渡制限を解除する。
この場合には、当行は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲

渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（ご参考）
当行は、本定時株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当行の執行

役員に対し、割り当てる予定です。

　

以 上
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添付書類

第117期 (2019年４月１日から)事業報告2020年３月31日まで

１．当行の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果等
① 主要な事業内容
当行は、山梨県及び西東京地区を主要な営業基盤とする地域金融機関として、預金業務、貸出

業務を中心に、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、国債等公共債・投資信託・保
険の窓口販売業務などを行い、地域の皆さまに多様な金融商品・サービスを提供しています。　
② 金融経済環境
2019年度のわが国経済は、年度前半は、個人消費が雇用・所得環境の改善に伴い底堅く推移

した一方、生産が海外経済の減速に伴う外需の落ち込みから弱含みで推移し、設備投資も力強さ
を欠くなど、回復の動きが鈍化しました。また年度後半には、消費税増税に加え、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響で需要・生産ともに落ち込みがみられ、急速に不透明感が強まりまし
た。
山梨県経済は、年度前半は生産が伸び悩み、設備投資や個人消費も力強さを欠くなど、回復の

動きに足踏み感が窺われました。年度後半は、半導体製造装置や電子部品など機械工業の一部に
回復の兆しが窺われましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、サプライチェーンの寸
断、インバウンドの大幅な落ち込み、消費マインドの萎縮などがみられ、厳しい状況となりまし
た。
金融面では、為替相場は、年度前半は米中対立激化への懸念が強まったことなどから円高が進
行しましたが、年度後半は米中合意への期待から円安傾向に転じました。株式相場は上昇傾向で
推移し、年末には２万４千円台を回復しましたが、年明け以降は新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴って市場リスク回避姿勢が強まり、一時は１万６千円台まで下落するなど、振れの大きい
展開となりました。国内長期金利は、日本銀行の金利政策を受けてゼロ％付近で推移しました。　
③ 事業の経過及び成果
このような金融経済環境のなか、中期経営計画「Value+(バリュープラス)2022」（2019年４

月～2022年３月）の初年度に際し、次のような施策を積極的に展開しました。
(法人・個人事業主のお客さまへのコンサルティング提供) お客さまとの深度ある対話を通じて
「思い」や「考え」を共有し、共通価値を創造する「コンサルティング営業」を展開しました。
また、事業性評価の質の向上によりお客さまの真の課題を把握し、多様な課題の解決に向けた最
適な提案を実施しました。
お客さまのライフステージに応じた取組みとして、創業期では各種支援機関と連携し、「創

業・第二創業スクール」や「女性のための起業セミナー」など、事業計画の策定及び創業後の事
業成長・発展を支援しました。
成長期では、お客さまの更なる事業拡大に向け、事業性評価に基づく経営計画策定、販路開
拓、補助金活用などのサポートを実施しました。
成熟期では、後継者問題を抱えているお客さまの事業承継対策（出口戦略やＭ＆Ａ）など、

様々なニーズへの対応を強化しました。
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国際業務分野では「海外ビジネスサポートデスク」において、お客さまのニーズに応じた情報
提供や各種支援を実施しました。また海外販路拡大を目指すお客さまに各種商談会などを提案し
ました。
2019年10月には有料職業紹介事業の認可を取得し、人材紹介サービス業務の取扱いを開始し
ました。お客さまの共通課題となっている人材不足の解消に取り組むことで、事業継続・事業拡
大を支援しました。
(個人のお客さまへのコンサルティング提供) 「フィデューシャリー・デューティー基本方針」
（お客さま本位の業務運営に関する基本方針）に基づき、お客さまのライフプランに応じた資産
運用や相続相談などのコンサルティング提供や商品ラインナップの充実に努めました。また「つ
みたてＮＩＳＡ」や「ｉＤｅＣｏ」などの提案を通じて、お客さまの資産形成を支援しました。
一方、資金ニーズに対しては、お客さまのご要望に応じた商品・サービスの提供に努め、住宅

ローンの金利引下げプランやマイカーローン・教育ローンのキャンペーンを実施しました。
(地方創生への取組み) 地域経済活性化を図るべく地方公共団体の支援、観光振興、地場産業の
振興に積極的に取り組みました。
地方公共団体の支援では、効率的な行財政運営に向けたＰＰＰ/ＰＦＩ(※)の導入を促進する
ため、山梨県と「やまなしＰＰＰ/ＰＦＩ地域プラットフォーム」を設立しました。
観光振興では、当行、横浜銀行、静岡銀行の地方銀行３行を中心に設立した「神奈川・山梨・
静岡県境地方創生連絡会」において「富士・箱根・伊豆サイクリングマップ」を作成するなど、
県境を越えた地域の連携に取り組みました。
地場産業の振興では、農食関連事業者のお客さま向けに、最新の農業経営について学ぶ「アグ

リビジネススクール」の開講や、お客さまの販路開拓・拡大支援を目的とした「やまなし食のマ
ッチングフェア」などを実施しました。
※ ＰＰＰ/ＰＦＩ（Public Private Partnership/Private Finance Initiative）＝ＰＰＰは公

共主体と民間が連携して公共サービスを提供すること。ＰＦＩはその１手法。
(新型コロナウイルス感染症について) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、当行の営業基
盤である山梨県、西東京地区においても、多くのお客さまに広がっています。
当行は、被害を受けられたお客さまからのご相談・ご要望にお応えするため、２０２０年２月

に全店に専用の相談窓口を設けました。また、同月「山梨中銀災害等特別融資」を、５月には実
質無利子である「経済変動対策融資（新型コロナウイルス感染症対策関係）」の取扱いを開始し、
お客さまの資金繰りや経営支援を積極的に行っています。
(ＣＳＲ活動への取組み) 「ＳＤＧｓ/ＥＳＧ」(※)という新たな視点を通じて地域経済の発展に
尽くすとともに、社会的側面・環境的側面を強く意識した取組みを行いました。
昨年５月に「山梨中央銀行グループＳＤＧｓ宣言」を制定し、本年１月には、ＳＤＧｓの１７

の目標に準じた取組みを行うお客さまの支援を目的として「山梨中銀ＳＤＧｓファンド」を設立
しました。また、女子バレーボール部によるバレーボール教室の開催、ヴァンフォーレ甲府や山
梨クィーンビーズ支援などの地域スポーツ振興、金融資料館での企画展や営業店ロビーでのコン
サート開催などの地域文化振興、「里地里山保全・再生事業」などの環境保全活動を行いました。
※ ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）＝持続可能な開発目標
ＥＳＧ（Environment、Social、Governance）＝環境、社会、企業統治
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(店舗) 人口動態に合わせた効率的な店舗網構築への取
組みとして、禾生支店を都留支店内に、東山梨支店を
日下部支店内に、中道支店を城南支店内に、北新支店
を武田通支店内に各々移転し、同一店舗内での営業を
開始しました。店舗外現金自動設備は、お客さまの利
便性向上が見込まれる５か所を新設しました。
この結果、期末現在の営業所数は90本・支店（イン

ターネット支店を含む）、２出張所、1法人営業所、１
海外（香港）駐在員事務所、また、店舗外現金自動設
備は144か所となりました。
このような取組みの結果、当年度におきましては、

次のような成果を収めることができました。
(預金等) 個人・法人預金の増加により、期中に533億
円増加し、期末残高は2兆9,773億円となりました。ま
た、譲渡性預金を含めた総預金は期中に486億円増加
し、期末残高は3兆427億円となりました。国債及び投
資信託の窓口販売残高の合計は期中に87億円減少し、
期末残高は1,146億円となりました。
(貸出金) 中小企業向け貸出や個人ローンの増加によ
り、期中に973億円増加し、期末残高は1兆8,082億円
となりました。
(有価証券) 国債及び株式は減少しましたが、地方債や
社債の増加などにより、期中に877億円増加し、期末
残高は１兆2,257億円となりました。
(損益) 有価証券売買損益の減少などにより、経常利益
は前期比６億75百万円減少し58億44百万円、当期純
利益は前期比10億64百万円減少し34億30百万円とな
りました。
また、連結の経常利益は前期比７億31百万円減少し
67億26百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は
前期比11億43百万円減少し37億64百万円となりまし
た。
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(資本政策) 株主還元に関する基本方針に基づき、当事業年度の中間配当は１株当たり17円50銭
としました。期末配当につきましても１株当たり17円50銭とする予定です。これにより、当期
の年間配当は、１株当たり35円、配当性向は32.99％となる予定です。また、2019年８月に普
通株式1,200千株の自己株式を取得（取得総額11億28百万円）しました。この結果、株主還元
率は65.38％となる予定です。なお、2019年９月に普通株式1,200千株を消却しました。
④ 当行が対処すべき課題
当行の主要営業基盤である山梨県では、年内に予定されている中部横断自動車道の静岡県まで

の全線開通や2027年のリニア中央新幹線の開業など、交通インフラの整備・拡充が進められ、
国内外からの観光客の入込みや県内への物流拠点の設置、定住人口の増加など、多くの期待が寄
せられています。
一方、足もとでは、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、観光業のみならず、サプラ

イチェーンへ与える影響も顕在化しており、先行きについても消費や生産活動に与える影響が懸
念されています。
地方銀行においては、マイナス金利政策の長期化による貸出金や有価証券運用の利回り低下、

デジタル化の進展による異業種からの参入、少子高齢化と人口減少に伴う顧客基盤の縮小、キャ
ッシュレス社会の進展などに加え、新型コロナウイルス感染症拡大による影響など、これまでに
経験したことのない厳しい経営環境が予想されます。
こうした環境変化の中で、現在、当行が対処すべき喫緊の課題は、新型コロナウイルス感染症
拡大により事業に甚大な影響を受けている法人・個人事業主のお客さま、収入の減少などにより
生活に影響を受けている個人のお客さまへの金融面・非金融面での積極的な支援です。地域経済
の発展と地域のお客さまの成長なくして私たちの成長はありません。全行を挙げて、金融仲介機
能の発揮に鋭意取り組みます。
また、２年目を迎える中期経営計画「Value+2022」では、３つの基本戦略「顧客接点拡充」

･「共通価値創造」･「人材活力向上」に基づき、収益力の強化、人口減少社会への対応、デジタ
ル化への対応、ガバナンスの強化などの課題に取り組みます。
特に、事業計画策定、人事・労務管理、ＩＴ活用などのコンサルティング業務や、ストラクチ
ャードファイナンス、人材紹介業務など、新たな分野への取組みにより、金融仲介機能の領域を
深化・拡大させ、総合金融サービスの実現を目指します。また、お客さまのニーズの変化に合わ
せ、店舗改革や業務革新、デジタル技術の活用などをさらに推し進め、お客さまとの接点を創出
するための各種施策を積極的に展開します。
今後とも、地域社会の繁栄と経済発展に貢献できるよう、役職員一丸となって取り組んでまい
ります。
株主の皆さま、お客さま、地域の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援ご愛顧を賜りま
すよう心からお願い申しあげます。
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(2) 財産及び損益の状況
(単位：億円)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
預 金 28,017 28,754 29,240 29,773

定 期 性 預 金 11,388 11,001 10,704 10,521
そ の 他 16,629 17,753 18,536 19,252

貸 出 金 15,484 16,265 17,108 18,082
個 人 向 け 3,793 3,882 4,025 4,176
中 小 企 業 向 け 5,390 6,149 6,449 6,660
そ の 他 6,301 6,233 6,634 7,244

商 品 有 価 証 券 0 0 ― ―
有 価 証 券 12,439 12,575 11,380 12,257

国 債 4,019 3,939 3,532 3,143
地 方 債 1,657 1,715 1,856 2,687
そ の 他 6,762 6,920 5,991 6,426

総 資 産 32,868 33,086 34,827 35,135
内 国 為 替 取 扱 高 139,126 136,642 140,692 138,053
外 国 為 替 取 扱 高 844百万ドル 853百万ドル 704百万ドル 868百万ドル

経 常 利 益 8,972百万円 6,650百万円 6,520百万円 5,844百万円

当 期 純 利 益 6,710百万円 4,464百万円 4,494百万円 3,430百万円

１株当たり当期純利益 39円 58銭 132円 89銭 134円 72銭 106円 08銭

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）で
除して算出しております。

３．2018年10月１日付で５株を１株に株式併合しております。１株当たり当期純利益は、2017年度の
期首に当該併合が行われたと仮定して算出しております。

　
(ご参考)
企業集団の財産及び損益の状況

(単位：百万円)
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

経 常 収 益 55,736 54,120 52,353 47,301
経 常 利 益 10,001 7,570 7,458 6,726
親会社株主に帰属する当期純利益 7,282 4,920 4,908 3,764
純 資 産 額 2,169億円 2,173億円 2,223億円 1,996億円

総 資 産 32,854億円 33,065億円 34,808億円 35,114億円

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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(3) 使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 1,681人 1,726人
平 均 年 齢 38年８月 38年５月
平 均 勤 続 年 数 15年４月 15年２月
平 均 給 与 月 額 396千円 396千円

（注）１．平均年齢、平均勤続年数及び平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
２．使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。
３．平均給与月額は、賞与を除く各年度３月中の平均金額であります。　

(4) 営業所等の状況
イ 営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末
うち出張所 うち出張所

山 梨 県 75店 （２） 75店 （２）
東 京 都 16店 （―） 16店 （―）
神 奈 川 県 １店 （―） １店 （―）
合 計 92店 （２） 92店 （２）

（注）１．上記のほか、当年度末において法人営業所を１か所（前年度末１か所）、海外駐在員事務所を１か所
（前年度末１か所）設置しております。

２．山梨県内75店のうち９店は店舗内店舗方式（ブランチ・イン・ブランチ方式）により他店舗内へ移
転しており、店舗の拠点数としては66店（前年度末70店）となっております。

３．上記のほか、店舗外現金自動設備等を以下のとおり設置しております。
当 年 度 末 前 年 度 末

店 舗 外 現 金 自 動 設 備 144か所 142か所
共 同 Ａ Ｔ Ｍ 49,302か所 49,084か所
株式会社セブン銀行 23,623か所 23,266か所
株式会社イーネット 12,349か所 12,377か所
株式会社ローソン銀行 13,330か所 13,441か所

合 計 49,446か所 49,226か所
　
ロ 当年度新設営業所
該当ありません。

（注）１．店舗の廃止
　 該当ありません。

２．店舗外現金自動設備の新設（５か所）
禾生、東山梨、中道、オギノ須玉、北新

３．店舗外現金自動設備の廃止（３か所）
山交百貨店、北杜市役所、住吉

４．店舗内店舗方式（ブランチ・イン・ブランチ方式）による移転（４か所）
禾生支店を都留支店内へ移転、東山梨支店を日下部支店内へ移転、中道支店を城南支店内へ移転、
北新支店を武田通支店内へ移転
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ハ 銀行代理業者の一覧
氏名または名称 主たる営業所または事務所の所在地 銀行代理業以外の主要業務

ｉＢａｎｋマーケティング株式会社 福岡県福岡市中央区西中洲６番27号 情報処理・情報通信サービス業

ニ 銀行が営む銀行代理業等の状況
該当ありません。

　
(5) 設備投資の状況
イ 設備投資の総額

(単位：百万円)
設備投資の総額 2,241

（注） 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
　
ロ 重要な設備の新設等

(単位：百万円)
内 容 金 額

ソ フ ト ウ ェ ア 968
店 舗 建 替 え 等 446
リ ー ス 資 産 261

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．重要な設備の処分・除却はありません。

(6) 重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況
該当ありません。

ロ 子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設立年月日 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

山 梨 中 央 保 証
株 式 会 社

山梨県甲府市
武田二丁目９番４号 信用保証業務等 1986年７月１日 20百万円 99.65％ ―

山梨中銀リース
株 式 会 社

山梨県甲府市
武田二丁目９番４号 リース業務等 1987年４月６日 20百万円 35.25％ ―

山梨中銀ディーシ
ーカード株式会社

山梨県甲府市
武田二丁目９番４号

クレジットカード
業務等 1991年７月２日 20百万円 30.25％ ―

山梨中銀経営コンサ
ルティング株式会社

山梨県甲府市
丸の内一丁目20番８号

コンサルティング
業務、経済調査業
務等

1996年８月２日 200百万円 45.00％ ―

（注）１．当行が有する子会社等の議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
２．上記４社は、連結子会社及び子法人等であります。
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重要な業務提携の概況
１．地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ＡＣＳ）
を行っております。

２．地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、系統農協・信漁連
（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等の
サービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。

３．地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称ＣＮＳ）において、データ伝送
の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明細等各種データの授受のサービス等
を行っております。

４．株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し及び現金自動入金
のサービスを行っております。

５．株式会社セブン銀行、株式会社イーネット及び株式会社ローソン銀行との提携により、コンビニエンスス
トア等の店舗内に設置した共同ＡＴＭによる現金自動引出し及び現金自動入金のサービスを行っておりま
す。

６．株式会社ビューカードとの提携により、駅構内等に設置された現金自動設備による現金自動引出しのサー
ビスを行っております。

７．株式会社イオン銀行との提携により、ショッピングセンター等の店舗内に設置されたイオン銀行の現金自
動設備による現金自動引出しのサービスを行っております。

　
(7) 事業譲渡等の状況

該当ありません。
　
(8) その他銀行の現況に関する重要な事項

該当ありません。
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２．会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
(1) 会社役員の状況

(年度末現在)
氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 その他

進 藤 中 代 表 取 締 役 会 長 ― ―

関 光 良 代 表 取 締 役 頭 取
監 査 担 当 ― ―

橘 田 和 彦 代 表 取 締 役 専 務
人 事 ・ 経 営 管 理 担 当 ― ―

長 田 幸 夫
常 務 取 締 役
営業統括・営業推進企画・コンサルティング営業・
西東京コンサルティング営業担当

― ―

浅 井 仁 広 常 務 取 締 役
経営企画・総務・市場国際担当 ― ―

田 中 教 彦 常 務 取 締 役
融資審査・事務統括・システム統括・業務集中担当 ― ―

藤 田 豊 取 締 役
吉 田 支 店 長 ― ―

古 屋 賀 章 取 締 役
東 京 支 店 長 ― ―

古 屋 文 彦 取 締 役
本 店 営 業 部 長 ― ―

山 寺 雅 彦 取 締 役
八王子支店長兼西東京コンサルティング営業部長 ― ―

増 川 道 夫 取 締 役 (社 外 役 員) 一般社団法人ＣＲＤ協会 代表理事会長 （注１）
加 野 理 代 取 締 役 (社 外 役 員) ― （注１）
斉 藤 正 輝 常 勤 監 査 役 ― ―

小 俣 晃 常 勤 監 査 役 ― ―

髙 野 孫左ヱ門 監 査 役 (社 外 役 員) 株式会社吉字屋本店 代表取締役社長
山梨トヨペット株式会社 代表取締役社長 ―

古 屋 俊 仁 監 査 役 (社 外 役 員) 古屋法律会計事務所 所長 （注２）
堀 内 光 一 郎 監 査 役 (社 外 役 員) 富士急行株式会社 代表取締役社長 ―

　

（注）１．取締役 増川道夫氏及び加野理代氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員とし
て届け出ております。

２．監査役 古屋俊仁氏につきましては、弁護士、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会
計に関する専門的な知識を有するものであります。
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(当事業年度中に辞任した役員)
氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 その他

吉 㚖 尚 信 取 締 役
東 京 支 店 長 ― 2019年６月21日辞任

簗 田 裕 彦 取 締 役
本 店 営 業 部 長 ― 2019年６月21日辞任

（注）「地位及び担当」は、辞任時のものであります。
　
(ご参考)
当行は、執行役員制度を採用しております。各執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

(年度末現在)
氏 名 担 当

赤 池 浩 一 市場国際部長
小 池 幹 彦 監査部長
嶋 田 和 生 総務部長
佐 藤 秀 樹 融資審査部長
巽 賢 司 コンサルティング営業部長
石 橋 弘 基 経営管理部長
深 沢 直 人 韮崎支店長
降 矢 結 城 人事部長
輿 水 洋 一 事務統括部長
深 沢 昭 彦 業務集中部長
内 藤 哲 也 経営企画部長

　
(2) 会社役員に対する報酬等

(単位：百万円)
区 分 支 給 人 数 報 酬 等

取 締 役 17人 248 （53）
監 査 役 ５人 56 （７）

計 22人 304 （61）
（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

２．「報酬等」の（ ）内は、報酬以外の金額（うち書）であります。
３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等 64百万円（うち報酬以外の金額 ７百万円）
４．株主総会で定められた報酬限度額 取締役 年額 300百万円 監査役 年額 70百万円
５．株主総会で定められたストックオプション報酬の限度額 取締役（社外取締役を除く）年額 70百万
円

６．「報酬等」のうち、役員賞与引当金の繰入額 取締役 22百万円 監査役 ７百万円
７．「報酬等」のうち、ストックオプション報酬の額 取締役 31百万円
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８．上記の支給人数には、2019年度中に退任した取締役５名を含んでおります。
９．当行の取締役（社外取締役を除く）に対する報酬等は、「役員報酬」、「役員賞与金」及び「ストック
オプション報酬」で構成されております。
監査役及び社外取締役に対する報酬等は、「役員報酬」及び「役員賞与金」で構成されております。
「役員報酬」、「役員賞与金」は、別途定める内規に基づき決定した金額としております。具体的に
は、株主総会で決議された取締役及び監査役の報酬年額の範囲内において、支給対象者の役位、経験
等を総合的に勘案し、取締役に対しては取締役会の決議により、監査役に対しては監査役の協議によ
り、各々の役員の報酬額を決定しております。
「ストックオプション報酬」は、別途定める「株式報酬型ストックオプション内規」に基づき決定し
た金額としております。具体的には、株主総会で決議された新株予約権の割当年額の範囲内におい
て、取締役会の決議により各取締役（社外取締役を除く）に対して権利の割当を行っております。
なお、2019年４月に独立社外取締役２名、社内取締役２名を構成員とする、指名・報酬諮問委員会
を設置しており、2019年度からの役員の報酬等につきましては同委員会の答申を得た上で決定して
おります。また、今後も同委員会を通じて、役員の個別報酬額及びその算定方法の決定に関する方針
や業績連動報酬に係る基準等について、より公平性・独立性・客観性を高めるなかで検討を進める方
針であります。

(3) 責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

増 川 道 夫

会社法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにあたり善意
でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度
額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。

加 野 理 代
髙 野 孫左ヱ門
古 屋 俊 仁
堀 内 光 一 郎

（注）責任限定契約は、社外取締役及び社外監査役と締結しております。

３．社外役員に関する事項
(1) 社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼職その他の状況 当行と当該兼職先との関係

増 川 道 夫 一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長 同協会と通常の営業取引があります。

髙 野 孫左ヱ門
株式会社吉字屋本店
代表取締役社長 同社と通常の営業取引があります。
山梨トヨペット株式会社
代表取締役社長 同社と通常の営業取引があります。

古 屋 俊 仁 古屋法律会計事務所
所長

同事務所と通常の営業取引があります。
同事務所と顧問契約を締結しております。

堀 内 光 一 郎 富士急行株式会社
代表取締役社長 同社と通常の営業取引があります。
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(2) 社外役員の主な活動状況
氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取 締 役 会 等 に お け る

発言その他の活動状況

増 川 道 夫 ４年９ヶ月 取締役会 14回開催
　 14回出席

日本銀行の支店長等の経験を通じて培っ
た金融面における高度な専門性並びに豊
富な知識と実務経験に基づき、取締役会
において、客観的かつ公正な意見を表明
しております。

加 野 理 代 ４年９ヶ月 取締役会 14回開催
　 14回出席

弁護士としての専門的知識・豊富な経験
を活かし、取締役会において、客観的か
つ公正な意見を表明しております。

髙 野 孫左ヱ門 15年９ヶ月
取締役会 14回開催
　 13回出席
監査役会 11回開催
　 11回出席

企業経営者としての豊富な経験と幅広い
知見に基づき、取締役会及び監査役会に
おいて、客観的かつ公正な意見を表明し
ております。

古 屋 俊 仁 11年９ヶ月
取締役会 14回開催
　 14回出席
監査役会 11回開催
　 11回出席

弁護士、公認会計士、税理士としての専
門的知識・豊富な経験を活かし、取締役
会及び監査役会において、客観的かつ公
正な意見を表明しております。

堀 内 光 一 郎 ７年９ヶ月
取締役会 14回開催
　 13回出席
監査役会 11回開催
　 10回出席

企業経営者としての豊富な経験と幅広い
知見に基づき、取締役会及び監査役会に
おいて、客観的かつ公正な意見を表明し
ております。

(3) 社外役員に対する報酬等
(単位：百万円)

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等
報 酬 等 の 合 計 ５人 23 (３) ―

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．「銀行からの報酬等」の（ ）内は、報酬以外の金額（うち書）であります。
３．「銀行からの報酬等」のうち、役員賞与引当金の繰入額 取締役 １百万円 監査役 ２百万円

(4) 社外役員の意見
該当ありません。
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４．当行の株式に関する事項
(1) 株 式 数 発行可能株式総数 79,600千株

発行済株式の総数 32,783千株　(2) 当年度末株主数 7,220名　(3) 大 株 主
　

株主の氏名又は名称
当 行 へ の 出 資 状 況

持 株 数 持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,332 千株 4.18 ％
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 1,209 3.79
山 梨 中 央 銀 行 職 員 持 株 会 1,174 3.68
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社(信託口) 894 2.80
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 716 2.25
学 校 法 人 帝 京 大 学 629 1.97
富 国 生 命 保 険 相 互 会 社 600 1.88
富 士 急 行 株 式 会 社 531 1.66
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 501 1.57
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社(信託口５) 466 1.46

　

（注）１．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は自己株式を控除のうえ算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
３．当行は、自己株式を934千株保有しておりますが、上記の所有株式数上位10名から除外しておりま
す。
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５．会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の状況

(単位：百万円)
氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 弥永 めぐみ
指定有限責任社員 畑中 建二

67 （注２、３）

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別・
従事者別監査時間及び報酬単価の精査を通じて、「報酬見積り」の算出根拠・算定内容についてその適切
性・妥当性を検証いたしました。さらに、過年度の監査計画と実績の状況も確認いたしました。
それらを受け、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．会計監査人に対して報酬等を支払った非監査業務（公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務）の内容
は、システムリスク管理態勢に関する評価業務であります。

４．当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

５．当行、子会社及び子法人等が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 68百万円
　
(2) 責任限定契約

該当ありません。
　
(3) 会計監査人に関するその他の事項

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目のいずれかに該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の監査の品質管理、会計監査人としての内部統制に問題があり、監査

の相当性に大きな疑義が生じた場合等には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に
関する議案の内容を決定し、取締役会は、その決定に基づき当該議案を株主総会に提出い
たします。
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第117期末（2020年３月31日現在）貸借対照表
(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

現 金 預 け 金
現 金
預 け 金
コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券
貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
外 国 為 替
外 国 他 店 預 け
買 入 外 国 為 替
そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
前 払 費 用
未 収 収 益
金 融 派 生 商 品
中 央 清 算 機 関 差 入 証 拠 金
そ の 他 の 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産
前 払 年 金 費 用
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

357,266
36,573
320,692
2,818
9,525
9,991

1,225,717
314,319
268,783
107,464
51,446
483,702
1,808,232

4,984
66,490

1,613,955
122,801
2,862
2,860

1
65,636

8
371
2,154
222

60,000
2,878
23,196
8,376
12,049
682
468
1,619
3,072
2,188
38
578
267
8,718
5,577
△9,088

預 金 2,977,393
当 座 預 金 96,539
普 通 預 金 1,755,893
貯 蓄 預 金 16,772
通 知 預 金 778
定 期 預 金 1,052,185
そ の 他 の 預 金 55,224
譲 渡 性 預 金 65,307
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 35,349
借 用 金 206,597
借 入 金 206,597
外 国 為 替 631
売 渡 外 国 為 替 76
未 払 外 国 為 替 555
そ の 他 負 債 22,836
未 決 済 為 替 借 272
未 払 法 人 税 等 421
未 払 費 用 848
前 受 収 益 563
金 融 派 生 商 品 213
リ ー ス 債 務 861
そ の 他 の 負 債 19,655
賞 与 引 当 金 1,024
役 員 賞 与 引 当 金 29
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 291
偶 発 損 失 引 当 金 146
繰 延 税 金 負 債 2,577
支 払 承 諾 5,577
負 債 の 部 合 計 3,317,763

( 純 資 産 の 部 )
資 本 金 15,400
資 本 剰 余 金 8,287
資 本 準 備 金 8,287
利 益 剰 余 金 159,724
利 益 準 備 金 9,405
そ の 他 利 益 剰 余 金 150,319
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 193
別 途 積 立 金 145,601
繰 越 利 益 剰 余 金 4,524

自 己 株 式 △1,347
株 主 資 本 合 計 182,064
その他有価証券評価差額金 13,579
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △26
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 13,553
新 株 予 約 権 147
純 資 産 の 部 合 計 195,764

資 産 の 部 合 計 3,513,527 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 3,513,527



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
等

― 40 ―

　 第117期 ( 2019 年４月 １ 日 から )損益計算書2020 年３月31日 まで
(単位：百万円)

科 目 金 額
経 常 収 益 42,246
資 金 運 用 収 益 30,362

貸 出 金 利 息 15,843
有 価 証 券 利 息 配 当 金 14,281
コ ー ル ロ ー ン 利 息 57
預 け 金 利 息 72
そ の 他 の 受 入 利 息 107

役 務 取 引 等 収 益 7,725
受 入 為 替 手 数 料 1,940
そ の 他 の 役 務 収 益 5,785

そ の 他 業 務 収 益 1,623
外 国 為 替 売 買 益 80
商 品 有 価 証 券 売 買 益 0
国 債 等 債 券 売 却 益 1,542
そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 2,534
株 式 等 売 却 益 2,006
そ の 他 の 経 常 収 益 528

経 常 費 用 36,401
資 金 調 達 費 用 848

預 金 利 息 376
譲 渡 性 預 金 利 息 11
コ ー ル マ ネ ー 利 息 △10
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 384
借 用 金 利 息 35
そ の 他 の 支 払 利 息 50

役 務 取 引 等 費 用 2,772
支 払 為 替 手 数 料 782
そ の 他 の 役 務 費 用 1,990

そ の 他 業 務 費 用 661
国 債 等 債 券 償 却 102
金 融 派 生 商 品 費 用 559

営 業 経 費 26,120
そ の 他 経 常 費 用 5,999

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 909
株 式 等 売 却 損 537
株 式 等 償 却 158
そ の 他 の 経 常 費 用 4,393

経 常 利 益 5,844
特 別 利 益 270

固 定 資 産 処 分 益 270
特 別 損 失 912

減 損 損 失 574
固 定 資 産 処 分 損 337

税 引 前 当 期 純 利 益 5,202
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,170
法 人 税 等 調 整 額 601
法 人 税 等 合 計 1,772
当 期 純 利 益 3,430
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月18日

株式会社 山梨中央銀行
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 弥 永 めぐみ ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 畑 中 建 二 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社山梨中央銀行の2019年４月１日から

2020年３月31日までの第117期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第117期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役等及び会計監査人有限責任監査法人トーマツ（以下、「会計監査人」という。）からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門そ
の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしま
した。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社から定期的に事業の報告を受けました。
② 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企
業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制を含む。）の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役及び使用人等並びに有限責任監査法人トーマツから当該内
部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」として会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基
準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備し、運用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制を含む。）の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年５月26日

株式会社山梨中央銀行 監査役会
常勤監査役 斉 藤 正 輝 ㊞
常勤監査役 小 俣 晃 ㊞
社外監査役 髙野孫左ヱ門 ㊞
社外監査役 古 屋 俊 仁 ㊞
社外監査役 堀内光一郎 ㊞
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第117期末（2020年３月31日現在）連結貸借対照表
(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 )

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

建 設 仮 勘 定

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

その他の無形固定資産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

357,267

2,818

12,274

9,991

1,223,516

1,801,580

2,862

75,844

23,367

8,376

12,049

468

2,472

3,191

2,324

578

288

2,400

2,144

5,577

△11,422

( 負 債 の 部 )
預 金 2,976,587
譲 渡 性 預 金 56,907
債券貸借取引受入担保金 35,349
借 用 金 207,485
外 国 為 替 631
そ の 他 負 債 24,902
賞 与 引 当 金 1,051
役 員 賞 与 引 当 金 33
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 10
睡眠預金払戻損失引当金 291
偶 発 損 失 引 当 金 146
繰 延 税 金 負 債 2,775
支 払 承 諾 5,577
負 債 の 部 合 計 3,311,750
( 純 資 産 の 部 )
資 本 金 15,400
資 本 剰 余 金 8,398
利 益 剰 余 金 165,000
自 己 株 式 △1,347
株 主 資 本 合 計 187,451
その他有価証券評価差額金 13,912
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △26
退職給付に係る調整累計額 △4,393
その他の包括利益累計額合計 9,492
新 株 予 約 権 147
非 支 配 株 主 持 分 2,570
純 資 産 の 部 合 計 199,661

資 産 の 部 合 計 3,511,412 負債及び純資産の部合計 3,511,412
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第117期 (2019年４月１日から)連結損益計算書2020年３月31日まで
(単位：百万円)

科 目 金 額
経 常 収 益 47,301
資 金 運 用 収 益 30,294

貸 出 金 利 息 15,825
有 価 証 券 利 息 配 当 金 14,230
コールローン利息及び買入手形利息 57
預 け 金 利 息 72
そ の 他 の 受 入 利 息 107

役 務 取 引 等 収 益 8,718
そ の 他 業 務 収 益 5,681
そ の 他 経 常 収 益 2,608

経 常 費 用 40,574
資 金 調 達 費 用 805

預 金 利 息 376
譲 渡 性 預 金 利 息 10
コールマネー利息及び売渡手形利息 △10
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 384
借 用 金 利 息 41
そ の 他 の 支 払 利 息 2

役 務 取 引 等 費 用 2,428
そ の 他 業 務 費 用 4,160
営 業 経 費 27,144
そ の 他 経 常 費 用 6,036

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 902
そ の 他 の 経 常 費 用 5,133

経 常 利 益 6,726
特 別 利 益 270

固 定 資 産 処 分 益 270
特 別 損 失 912

減 損 損 失 574
固 定 資 産 処 分 損 338

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,085
法人税、住民税及び事業税 1,447
法 人 税 等 調 整 額 700
法 人 税 等 合 計 2,147
当 期 純 利 益 3,937
非支配株主に帰属する当期純利益 172
親会社株主に帰属する当期純利益 3,764
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月18日

株式会社 山梨中央銀行
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 弥 永 めぐみ ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 畑 中 建 二 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社山梨中央銀行の2019年４月１日から2020

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社山梨中央銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
等

― 48 ―

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度に係る連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成し
た監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人有限責任監査法人トーマツ（以下、「会計監査人」という。）
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、以下
の方法で監査を実施いたしました。
① 連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」として会社計算規則
第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備し、運用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該連結会計年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年５月26日

株式会社山梨中央銀行 監査役会
常勤監査役 斉 藤 正 輝 ㊞
常勤監査役 小 俣 晃 ㊞
社外監査役 髙野孫左ヱ門 ㊞
社外監査役 古 屋 俊 仁 ㊞
社外監査役 堀内光一郎 ㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉



株主総会会場ご案内図

所在地 山梨県甲府市丸の内一丁目20番８号
ＪＲ甲府駅南口より徒歩約15分

駐車場は混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い
申しあげます。

当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますのでご了承賜りますようお願い申しあげます。
株主の皆さまにおかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。

お願い

甲府駅

県庁

ココリ
紅梅通り

城東通り

舞鶴城

山梨中央銀行本店

本店周辺地図

山梨中央銀行
本店

岡島百貨店

紅梅通り

ココリ

オ
リ
オ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

城東通り

総会会場
入口

入口

入口

甲府警察署

甲府市役所

り
通
和
平

地球環境に配慮した
植物油インキを使用し
ています。

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。

　


